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広
報

市政・区政に対するご意見・ご要望は、広聴相談 3階32番（a4809-9683 b6327-1920）
区役所正面玄関に、「市政・区政へのアイデア　区長への提案・意見箱」を設置しています。4 東淀川区　ご意見・ご要望

3月12日（火）13：30～15：30
区役所 １階 エレベーター前

c東北環境事業センター a6323-3511

日 時
場 所東淀川区役所でフードドライブを

毎月第２火曜日に開催しています

広告

※体調不良とお見受けされる場合は相談をお断りすることがあります。 
相談日については、変更・中止になることがありますので、HPで最新情報をご確認ください。

その問題、専門家が
一緒に考えます！ 3月1日~4月30日3月1日~4月30日 無 料 秘密厳守

★区役所で実施　◆1組 30分以内

日曜法律相談 ナイター法律相談無 料 要予約◆ ◆

3月24日（日）13：00～17：00
西成区役所（西成区岸里1-5-20）
16組（先着順）
3月15日（金）12：00～23日（土）17：00
a050-1807-2537（予約専用）
（AI電話による自動案内。24時間受付。）
※定員に達した時点で受付終了。

日 時

定 員
申 込

場 所
3月22日（金）18：30～21：00
中央区民センター（中央区久太郎町1-2-27）
32組（先着順）
2月9日（金）12：00～3月21日（木）17：00

※行政オンラインシステムで予約　※オンライン予約で定員に満
たない場合は、相談日の18：00時点で来場している相談希望者で抽
選を行います。（18：00受付終了）　※定員を超える場合は、抽選の
結果、相談をお受けできない場合があります。

日 時

定 員
申 込

場 所

c大阪市総合コールセンター　a4301-7285　b6373-3302（年中無休　8：00～21：00）

無 料 要予約

相談日 問合せ予約 a

広聴相談 3階32番　a4809-9683

申込専用電話　a050-1808-6070
（AI電話で24時間受付。先着順）

健康相談 2階24番
a4809-9968

全日本不動産協会大阪府本部北支部
a6373-1511（月～金10：00～16：00）

大阪府行政書士会（淀川支部）
a7739-8000
（月～金10：00～16：00）
司法書士事務所
a0120-676-888
（月～金9：00～18：00）
大阪府社会保険労務士会
a4800-8188
（月～金9：00～17：30）

大阪市地域就労支援センター
a0120-939-783
（月～金10：00～17：00）
人権啓発・相談センター
a6532-7830　b6531-0666
e7830@osaka-jinken.net

大阪法務局人権擁護部第一課
a6942-1489　b6943-7406

市民局人権企画課（市役所4階）
a6208-7489　b6202-7073

子育て・教育 2階25番
a4809-9850

地域 1階9番
a4809-9734　b6327-1970

広聴相談 3階32番
a4809-9683

自衛隊十三募集案内所
a6301-0488

こころの健康についての専門医による相談

賃貸・売買契約など不動産に関する相談

就労に関する情報提供・アドバイス・相談

●就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談
●離婚を考えている方、養育費に関する相談

国の仕事やその手続き、サービスに対する
意見・要望などの相談

官公署に提出する許認可や登録申請、
遺言や相続などの相談

簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理・
不動産の名義変更などの相談

年金や労働問題、職場トラブルなどに
関する相談

3月13日・27日（水）
4月10日・24日（水）
※9：15～11：45は予約不要

9：15～12：15

毎週火･水･木 9：15～17：30
※祝･年末年始を除く
※他の曜日に相談できる場合あり。
　応相談

3月7日・14日・21日・28日（木）
4月4日・11日・18日・25日（木）
13：00～17：00

3月19日・26日（火）
4月2日・9日・16日・23日・30日（火）
13：00～16：00

月～金 9：00～21：00 
日・祝 9：00～17：30
※受付は終了時刻の30分前まで

3月5日（火）　4月2日（火）
13：00～15：30場所：社会福祉法人水仙福祉会

水仙の家1階（小松1-12-10）

3月4日（月）　4月1日（月）
14：00～16：00
※受付は15：30まで

月～金 9：00～17：30
※土･日･祝･年末年始を除く

月～金 9：00～17：30
※土･日･祝･年末年始を除く

3月6日（水）
13：00～16：00

大阪府宅地建物取引業協会新大阪支部
a6303-0676（月～金10：00～16：00）

4月12日（金）
13：00～16：00

3月13日（水）　4月10日（水）
13：00～16：00

3月22日（金）　4月17日（水）
13：00～16：00

3月27日（水）　4月24日（水）
13：00～16：00

3月4日（月）　4月15日（月）
10：00～15：00

精神科医による精神保健福祉相談

宅地建物取引士による不動産相談

就労相談

ひとり親家庭サポーターによる相談

弁護士による法律相談

税理士による税務相談

人権出張相談

区役所の人権相談窓口

※区役所等での出張相談も可
※電話・FAX・メールでも相談可

人権擁護委員による人権相談

行政相談委員による行政相談

犯罪被害者等支援のための
総合相談

行政書士による相談

司法書士による相談

社会保険労務士による相談

防衛省自衛隊
就職･進学出張相談

3月 7日（木）14：00～
 12日（火）13：30～
 13日（水）10：00～
 28日（木）13：30～

4月 4日（木）13：30～
 9日（火）13：30～
 17日（水）10：00～
 25日（木）13：30～

事前予約制

相談内容

★

★

事前予約制★◆

当日予約制★◆

事前予約可★◆

事前予約可★◆

事前予約可★◆

★◆

事前予約可★◆

事前予約制★

事前予約制★

（株）ジェイコムウエスト
大阪セントラル局
a7175-1413
（10：00～17：00 ※火・水曜日除く）

3月 ○生 25日（月） ○電 26日（火）
4月 ○防 15日（月） ○ア 16日（火）
【午前の部】10：00～12：00
【午後の部】14：00～16：00

J:COM出張スマホ講座

事前予約制  ★〈区役所301・302会議室で実施〉

定員：各回20名
○生：生活実用編　○電：電子決済・セキュリティー編
○防：防災編（防災アプリなど） ○ア：日常生活でのアプリ活用編

予約は原則左記の『相談日1週間前の正午から
相談日前日の17：00』まで。
電話申し込みが困難な方は、
事前に 広聴相談 3階32番（a4809-9683）まで。

※事前予約制のため、当日の予
約はお受けしておりません。

※当日朝9：00より電話にて受付

コネクションズおおさか
a6344-2660　b6344-2677

15～39歳までの自立に悩む若者または
その保護者からの相談

4月16日（火）
14：00～17：00
3月はありません
※偶数月 第3火曜日開催

コネクションズおおさかによる
出張相談

事前予約制★
予約は左記の『相談日前日の18：00』まで電話または
FAX（相談希望日・氏名・連絡先を記入）にて受付けます。

個人市･府民税の申告期限は3月15日（金）です

梅田市税事務所
市民税等グループ a4797-2953
（平日9：00～17：30（金曜日は9：00～19：00））

窓口混雑緩和のため、市税事務所・区役所への来所を
控えていただき、送付または大阪市行政オンラインシ
ステムによる申告をお願いします。なお、3月16日（土）
以降の申告の場合は、税額の決定・通知や課税（所得）
証明書の発行時期などが遅れることがあります。
【窓口での申告に関するご注意】
●混雑緩和のため、事前にご自宅などで
申告書の記載・作成をお願いします。

●区役所臨時申告会場の受付時間は区
役所開庁時間と異なります。
●申告受付期間の最後の1週間や期間中
の午前9時台は混雑が予想されます。

詳しくは
こちら

東淀川税務署 a6303-1141（代）

東淀川税務署からのお知らせ
確定申告会場は「梅田スカイビル
タワーウエスト10階」です
（北区大淀中1-1-30）

2月16日（金）～3月15日（金）
9：15～16：00

※原則、土・日・祝日は開設しておりません。
※早めに受付を終了する場合があります。
確定申告は簡単・便利なe-Taxで！
●スマートフォンやご自宅のパソコンで簡単e-Tax！
●国税庁HPの画面の案内に沿って入力するだけで
自動計算し、申告書が作成可能！
●申告会場に行く時間も会場での待ち時間もなし！
スマホを利用した申告がさらに便利に！！
●スマホ専用画面で見やすく操作が簡単!
●カメラで給与所得の源泉徴収票を読み取って自動
入力!
●青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に！
※申告書をe-Taxで送信するには、次の①、②のいずれ
かが必要です。
①マイナンバーカード（スマートフォンはマイナンバー
カード読取対応のもの）
②事前に税務署で発行されたＩＤ・パスワード
消費税の申告に関するお知らせ
～免税事業者からインボイス発行事業者になられた
個人事業者の方へ～
●インボイス発行事業者は消費税の確定申告が必要です。
●確定申告をするための3ＳＴＥＰ

取引関係資料を令和5年9月30日まで
と10月1日以降に区分
税率ごと（8％と10％）に区分
確定申告書を作成（課税取引金額計算表を
作成すると、申告書の作成がスムーズです）

使ってみよう！キャッシュレス納付！
●自宅やオフィスから納付可能！
●ＰＣやスマホで簡単手続き！
●現金の準備が不要！
令和5年分確定申告に係る
振替納税をご利用の方へ
口座振替日は、以下のとおりとなります
ので、前日までに預貯金残高のご確認
をお願いします。
●申告所得税及び復興特別所得税：4月23日（火）
●消費税及び地方消費税：4月30日（火）

確定申告
特集は
こちら

開設期間
受付時間

納税に関する
総合案内は
こちら

STEP1

STEP2
STEP3

4月１日（月）よりLINEアカウントが変わります！
４月１日（月）より、東淀川区役所LINE公式
アカウントは運用を終了し、大阪市LINE
公式アカウントに一本化します。
今後は東淀川区の情報も大阪市LINE公
式アカウントより発信しますので、友だち
登録をお願いします！ ※友だち登録後、受け取りたい情報の受信設定が必要です。

c総合企画 3階32番　a4809-9683

友だち
登録は
こちらから


